
１．はじめに

本稿では高齢世帯に関する等価尺度の推定を通じて，高齢世帯の生活水準に及ぼす年金制度への含意に

ついて考察を行う。高齢世帯の経済状況は非常に多様であることが多くの文献で指摘されているが，記述

統計などを用いてその状況が描写されるにとどまることが多い。本稿では，一定程度の厚生水準を保つた

めにはどの程度の生計費が必要で，実際に十分な年金給付や資産を持つ世帯はどのような世帯なのかを厚

生労働省『国民生活基礎調査』を資料として明らかにすることを試みる１）。

従来から年金制度に関しては，世代ごとの受給額と負担額に注目した制度設計，政策評価に関する議論

が数多く行われてきている。例えば，田近・金子・林（１９９６）では世代ごとに厚生年金の総受取額と総拠

出額を分析し，それらを均等させる保険数理的に公正な年金についての提案を行っている。八田・小口

（１９９９）は，さらに踏み込んで，厚生年金における給付と負担の関係を世代間で公平にするためには即座

に保険料率を引き上げるべきであるとし，シミュレーションに基づき引き上げスケジュールを示してい

る。以上の分析では同一世代の中にも世帯構造が異なる人々がいることは捨象されていたが，麻生（２０００）
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は世帯構造の相違に配慮しつつ１９９９年度改正案が各世代にどのような影響をもたらすかを分析している。

世代別に生涯にわたる受取と負担に関する分析を行う世代会計やそれを発展させた手法による分析（例え

ば，鈴木，１９９９；赤井・鈴木，２０００；など）においても年金の影響は中心的なテーマのひとつとなってい

る。以上のような研究蓄積から，ほぼ１９６０年代生まれ前後の世代で超過給付と超過負担の転換点となるで

あろうということが指摘されている（岩本・大竹・小塩，２００２）。

近年，高齢世代内では所得分布・消費水準などの経済状況が一様ではなく，むしろ現役世代に比べても

多様であることが指摘されている（例えば，駒村・渋谷・浦田，２０００；八代・小塩・井伊など，１９９７）。

世代内の多様性を考慮すると，高齢世帯に対する一律的な給付水準の引き下げは，所得再分配の観点から

考えたとき問題を引き起こす可能性のある政策である。したがって年金制度設計の観点からも，世代間の

負担の問題に加え，世代内の多様性を定量的に把握することは非常に重要なことと考えられる。

本稿は等価尺度を用いた必要生計費の推定を通じて，高齢世帯の経済状態が現役若年世代の享受してい

る厚生水準に比べどの程度の水準にあるのかを評価しようとするひとつの試みである。（相対的）等価尺

度とは，基準となるようなある属性を持つ経済主体を定め，それとは異なる属性を持つもうひとつの経済

主体が，前者がある厚生水準を達成するのに必要とした消費支出額と，後者が前者と同一の厚生水準を達

成するために必要とする消費支出額の比率として与えられる。この概念を利用して，現役世代に比べて高

齢夫婦世帯（高齢単身世帯）で同程度の生活満足水準を達成するために必要とされる生計費を推定する。

その推定結果を用いて，世帯類型・受け取っている年金種別によって高齢世帯をいくつかのグループに分

け，各グループが一定程度の厚生水準を得るためには，どの程度の消費支出を必要とし，その消費支出を

賄うために実際にはどの程度不足・超過しているのかを明らかにする。

２．等価尺度の計測

等価尺度の推定は，用いるデータの種類によって大別すれば，消費支出（財需要）データに基づいて行

われる分析と経済主体の持つ主観的情報に基づいて行われる分析になる。前者は，完全な需要体系を推定

する方法（例えばPollak and Wales,１９８６），特定の世帯構成員のみが需要する財の特性を利用する方法な

ど多岐にわたるが，消費支出データのみでは等価尺度そのものを識別することはできないことはよく知ら

れている（例えばBlundell and Lewbel, １９９１）。識別のためには，経済主体の選好に関する特定化など補

助的な仮定を必要とするが，その種の仮定が実証研究において棄却されていることが多い２）。

また，高齢者の経済状態に関しては，遺産に対する考え方・態度によって貯蓄行動や資産保有，それゆ

えに支出行動も大きな影響を受ける可能性があるため，通常の分析で用いられる静学的な効用最大化に基

づく需要体系は妥当でない可能性もある。また通時的な問題として捉え直すとしても非常に分析の難しい

遺産をどのように取り込むかという問題を抱えている。

それに対して，経済主体の主観情報に基づいたデータは，意識調査である点には注意する必要はあるも

のの，経済主体の現状を示す変数としてはひとつの重要な情報源となり（例えばBellemare, Malenberg

and van Soest,２００２; Stewart,２００２; Kapteyn and van Praag,１９７６など），高齢者の経済状況に対して重要

２）�世帯の需要体系あるいは効用関数そのものの関数形，�その世帯の属性をどのように取り込むか（等価尺度が基準世帯の効用水準から独立

になるか），といった複合的な特定化の問題があり，どちらの特定化に誤りがあっても等価尺度の推定値は偏りを持ってしまう。Pendakur

（１９９８）は，�の問題に対しては需要体系に非常に一般的な特定化を許し，�の問題を統計的に検証する方法を提唱した。この方法は，部分

的には問題がないことが示されたが，重要な世帯構成の変化（夫婦世帯から夫婦と子供世帯への変化）が生じる際，等価尺度は基準世帯の効

用水準から独立にならず，�の問題によって等価尺度の推定が偏りを持ちうることを明らかにしている。
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な示唆を与えてくれる。本節では経済主体の主観情報に基づいたデータをその他の経済データとあわせて

利用することで等価尺度を推定する方法についてBellemare, Malenberg and van Soest（２００２）, Stewart

（２００２）などに沿って説明する。

各世帯の厚生水準をWと示し，以下のような線形関数で近似できると考える。

Wi＝γ１lnYi＋γ２・Di＋Ź iδ＋Ui＝X íβ＋Ui，i ＝１，２，…，n �

ただし，厚生水準に影響を与える要因としてlnYは対数支出（所得）額を表し，Dは家族構成を示すダミー

変数，そしてZはその他の厚生（効用）水準に影響を与える観測される要因を示すベクトルで，Uは観測

されない変数群の総計（誤差項）である。

いまここでD＝０の家計が支出Yで達成できる平均的な厚生水準をW ＊とおく。家族構成だけが異な

り，他の要因は全て同一であるようなもう一つの家計（D＝１かつZは同一）を考える。この家計が，W ＊

という平均的な厚生水準を達成するために必要な支出額をY ＊とすると，

（W ＊＝）γ１lnY＋γ２・０＋Ź δ＝γ１lnY ＊＋γ２・１＋Ź δ

が成立しなければならない。後ろ二つが等しいという条件から，それぞれの生計費の比率（Y ＊／Y），つ

まり等価尺度を次のように求めることができる。

λ≡Y ＊／Y＝exp｛－γ２／γ１｝ �

したがって式�に含まれる未知母数を推定することで等価尺度λを推定することができる。

ところで厚生水準Wそのものは観測されないので，式�を通常の線型回帰モデルとして推定すること

はできない。このため，従属変数である厚生水準を何らかの形で代理する変数が必要である。『国民生活

基礎調査』では，各家計がどの程度の厚生水準にあるのか，という点に関して次のような質問を行ってい

る。

「生活意識の状況」（現在の暮らしの状況を総合的にみてどう感じていますか？）

１ 大変苦しい，２ やや苦しい，３ 普通，４ ややゆとりがある，５ 大変ゆとりがある

この順序尺度の値自体は，何ら厚生水準とは関係ないが，その順序は厚生水準と何らかの関係を保ってい

ると考えられる。そこで上記の順序尺度と厚生水準が以下のような関係を保っていると仮定する。

１，α０＜Wi ＜－α１

２，α１＜Wi ＜－α２

Yi＝

�
�
�
�
�
�
�
�
�

３，α２＜Wi ＜－α３

４，α３＜Wi ＜－α４

５，α４＜Wi ＜－α５ �

つまり厚生水準（を何らかの形で変換したもの）がある一定範囲にあるとき，それに順序尺度を対応させ

るのである３）。
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実際に式�を推定するには，誤差項Uiが独立・同一の正規分布に従うことを仮定することによって上

記の厚生水準に関する観測ルールの下で通常の順序プロビット分析（順序プロビット分析については，例

えば，Wooldridge, ２０００）を行うことができる。つまり次のような対数尤度関数を最大にするような未知

パラメータを求める。

lnL＝
n

Σ
i＝１

５

Σ
j＝１
１｛Yi＝j ｝・ln｛Φ（αj－X íβ）－Φ（αj －１－X íβ）｝ �

ただし，Φ（�）は標準正規分布に従う確率変数の累積分布関数を表し，１｛�｝は括弧内の条件式が真であ

るとき１を与え，そうでないときには０を与える指示関数を表している。

他にも誤差項Uiにどのような確率分布を仮定するかによって異なるパラメトリックアプローチを適用

できるが，極端に裾の長い分布を仮定することの妥当性も潜在変数モデルを用いている今の文脈ではあま

りないように見える。実際いくつかの特定化に関する検証を行ってみたところ等価尺度の推定には大きな

影響を与えないので本稿では順序プロビットの結果のみ利用する４）。

３．データ

本論文では，厚生科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際比較

研究」分担研究「家族の生活保障機能が社会保障の発展に及ぼす影響に関する研究」において実施した厚

生労働省『国民生活基礎調査』（大規模調査年１９８９年，１９９２年，１９９５年，１９９８年）の再集計結果を引用・

活用し，実証分析を行った５）。『国民生活基礎調査』では，各世帯に関して，家族構成や年齢，健康状態な

どの世帯員の状況，家計支出及び所得，税額，貯蓄額等の経済状況に関する質問に加え，各家計の生活状

態の満足度をたずねており，これらの情報を用いて前節の方法で等価尺度の推定を行う。

最初に『国民生活基礎調査』年齢別・諸属性別のクロス集計表から，本稿における関心対象である高齢

者世帯とその比較対象となるような現役世帯の年齢とその他の諸属性をクロスさせた集計表を抽出した。

高齢世帯としては，高齢夫婦世帯・高齢単身女性世帯を考え，比較対象の現役世帯としては，世帯主年齢

が４０歳から５９歳までの夫婦世帯を抽出した６）。推定を行う高齢世帯としては基本的に世帯主年齢６５歳以上

の子世帯と非同居の世帯と考えている。世帯主年齢６０～６４歳という世帯では年金を受け取っている世帯の

他に，まだフルタイム就業している世帯も多く，退職直前世帯として別のカテゴリーとした。分析を非同

居世帯に限定したのは，消費水準が世帯単位で観察され，同居世帯では子世帯の消費と高齢世帯の消費が

分離できないというデータ上の制約を鑑みてのことである。同居世帯を対象としないという標本選別によ

３）ただし，一般性を失うことなく，α０＝－∞，α５＝∞とする。さらに，式�に定数項が含まれているとき，α１からα４のいずれかは識別不可能

になる。そこで識別条件として，α１＝０と置くことにする。この識別条件は定数項以外の分析を行う際には全く影響を与えない。

４）Horowitz and Härdle（１９９４），Härdle, Mammen, and Proenca（２００１）は，現在の文脈に適用可能な特定化の検定方法，つまり順序プロビッ

トモデルを誤差項の分布を特定化しないシングル・インデックスモデルに対して統計的に検証する方法を提唱した。ここではHärdle, Mam-

men, and Proenca（２００１）に従って有限標本でも比較的良好なサイズと検出力を与えるパラメトリックブートストラップ法を利用して検証を

行った。１，０００回のリサンプリングに基づくパラメトリックブートストラップ法による検定を行うと，ブートストラップｐ値は０．０１０となり，

棄却されるかどうかは微妙な結果となる。推定値についても，分布の形に依存しないHorowitz（１９９７）のsmoothed maximum score法を用い

て推定を行ってもほぼ同一の結果となる。分散の不均一性に関してもBreusch―Paganと同様の方法で検定を行うと，不均一性自体は場合に

よっては観測されるが，等価尺度の推定値にほとんど変化はなかった。

５）この再集計結果には，男女別，年齢別，所得構成別，地域別，世帯構造別，有業か無職かの別，稼働所得の有無別，年金受給の有無別，仕送

りの有無別，高齢者の年齢別，高齢者の人数別，子供の年齢別，子供の人数別，生活意識の状況別など本稿の推計に必要な諸項目からなるク

ロス集計が含まれている。

６）以下では状況に応じて，この比較対象世帯を若年夫婦世帯，現役夫婦世帯，若年勤労世帯と呼ぶ。
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り，特定層の世帯を抽出してしまい，分析結果にバイアスが生じてしまう可能性がある。例えば，所得水

準の低い高齢者ほど子世帯との同居する傾向が強くなり（岩本・福井，２００１等），高齢世帯の資産水準に

ついてもその多寡によって同居選択に影響を与えることが定量的に確かめられている（安藤・山下・村

上，１９８６，駒村，１９９４等）。こうした指摘を考慮すると，非同居高齢世帯の集計結果が同居も含めた全高

齢者の集計結果としての代表性をどの程度備えているかについては注意する必要がある。

推定に使用した変数群（生活状態の満足度，各説明変数）の定義と一覧を表３―１に示した。厚生水準

の代理変数である『生活意識変数』について，この変数は５段階のカテゴリー変数である。

家計の厚生水準に影響を及ぼすと考えられる説明変数には次の変数を用いた。まず，生計費としては

『所得額』をベースに用いる方法と『消費額』をベースに用いる方法が考えられる。本来，現時点で有し

ている資源や将来への期待を反映した消費水準の方が生計費として理論整合性を持つため望ましい。しか

しながら，特に若い世帯の分析を行う場合には流動性制約の影響が無視できない可能性もあるため，所得

と消費の両方を補完的に用いた。所得額は，前年度の世帯所得額であり，消費額は調査年度の５月時点で

表３―１ 推定に使用した変数

被説明変数 生 活 意 識 大変苦しい１，やや苦しい２，普通３，ややゆとりがある４，大変ゆとりがある５

説明変数

世帯の経済状態 ５月の世帯消費額（円）

年間所得額（万円）

金融資産額（万円）

固定資産額（万円）

総資産額（万円）

年金受給世帯ダミー 受給あり１，なし０

稼動所得なし世帯ダミー 所得なし１，あり０

仕送りダミー 仕送りあり１，なし０

妻の就業ダミー 妻就業１，それ以外０

世帯の属性 世帯人員数（人）

世帯主の年齢

世帯主の性別ダミー 男性１，女性０

夫婦世帯ダミー 夫婦二人世帯１，それ以外０

退職直前夫婦世帯ダミー ６０歳以上で稼働所得がゼロでない夫婦世帯１，それ以外０

若年夫婦世帯ダミー ２５歳以上，稼動所得が正の夫婦世帯１，それ以外０

同居世帯ダミー 同居あり１，非同居０

準同居世帯ダミー 準同居あり１，それ以外０

介護者の同居有無ダミー＊＊ 介護者同居１，非同居０

高齢者の健康状態 入院者あり世帯ダミー 入院者あり１，なし０

要介護者あり世帯ダミー 要介護者あり１，なし０

寝たきり者あり世帯ダミー＊ 寝たきり者あり１，なし０

健康意識１ 世帯で一番健康状態の悪いものの健康意識 良好１，それ以外０

健康意識２ 世帯で一番健康状態の悪いものの健康意識 普通１，それ以外０

健康意識３ 世帯で一番健康状態の悪いものの健康意識 悪い１，それ以外０

住居の保有状況 持ち家世帯ダミー 持ち家あり１，なし０

一戸建てダミー

部屋数

住居の広さ 畳数

資料：平成１３年度厚生科学研究（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際比較研究」における「国民生活基礎調査」の再集計

結果より作成

（注）＊ １９９２，１９９８年のみ入手可

＊＊ １９８９，１９９２，１９９８年のみ入手可
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の世帯消費額である。世帯消費額上位５％を除いた平均と標準偏差を計算し，平均から標準偏差の３倍以

上に位置する世帯をサンプルから除外した。

家計の保有資産額については，中井（１９９０）と同様の方法によって固定資産税額から固定資産保有額を

推定した。推定された固定資産保有額が５億以上の世帯については，収入・消費構造が他の家計と大きく

異なっている可能性が高いと判断し除外した。一方，『金融資産保有額』については貯蓄額と負債額が階

級値として回答されており，各貯蓄・負債階級の中央値（最上位階級３，０００万円以上については１．２５倍の

３，７５０万円で代用）をそれぞれの額の推定値とし，貯蓄額から負債額を差し引くことでネットでの金融資

産保有額とした。以上の手順で推定した固定資産額と金融資産額の総計として総資産保有額を定義してい

る。資産額以外の家計の属性変数としては，高齢世帯においては，『健康意識の変数』を考えた。この変

数は，「健康状態が非常によい」とするものから「悪い（非常に悪いを含む）」とするものまで計４段階で

評価した。そのほかの変数として，『都市に居住する世帯ダミー』，『持ち家ダミー』，『世帯主の年齢ダ

ミー』があげられる。

３．１ 生活意識変数と経済変数
ここでは推定に先立って使用するデータの概観を説明する。特に生活意識変数と支出額，収入など経済

変数との対応関係に注目する。本稿では高齢世帯に焦点を当てているが，その比較対照の意味も込めてこ

こでは現役夫婦世帯の状況も描写している。

表３―２は，１９８９，１９９２，１９９５，１９９８年の全データを用いた集計表から，生活意識階級別頻度と経済状

態を示す変数の記述統計を要約している。全体を通じた傾向としては，「普通」か「やや苦しい」あるい

はそれ以下であるという回答に偏っており，「ややゆとりがある」・「ゆとりがある」という回答が非常に

少数である。生活意識の時系列的な分布状況の変化を見ると，９０年前後にわが国経済が好況期から不況期

へ転換しその後総じて停滞期にあったことを反映して，生活意識が良好である（「余裕がある」・「かなり

余裕がある」）と回答した世帯の割合は１９８９年に最も高く，年度を追うごとに生活意識の悪化が観察される。

図３―１は高齢世帯の生活意識を若年現役世帯との比較という観点からまとめている。持ち家のある世

帯について見ると，「ふつう」以上の比率のほうが高いものの，持ち家のない世帯は「苦しい」と回答す

る方向へより偏っている。これらは，Stewart（２００２）で使用されたイギリスの高齢世帯の生活意識調査

の回答が普通かそれ以上であるという回答に偏っているのと対照的である。特に高齢で持ち家のない世帯

での生活への満足度が低くなることが観測される。女性の平均寿命が男性のそれに比べ長く，非同居世帯

の増加傾向を考慮すると，ライフステージの最終段階を高齢単身女性世帯という形態で迎えることが生じ

やすいと考えられるが，この種の世帯では高齢夫婦世帯と比べても全般的に「やや苦しい」から「大変苦

しい」の方へ回答がシフトしている。特に持ち家のない世帯では「大変苦しい」という層が増加し，三号

被保険者で夫の死後，年金が減額給付された結果，生活状況が悪化している可能性が示唆される。

ここまで見てきた生活意識変数と，所得・消費水準および資産保有額との関係について考察を行う。表

３―２からは，生活意識水準が１（「大変苦しい」）から５（「かなり余裕がある」）へ上昇していくにつれ，

各階級における平均消費支出額，平均所得額，平均資産保有額ともに上昇していく。特に所得，資産保有

額に関しては４，５という階級では他の階級に比べ非常に大きな値をとっている。この傾向は各年度とも

一致している。

また，生活意識が普通であると回答した世帯の平均消費額を全世帯における平均消費額に注目する

と，１９９８年では，生活意識が普通の世帯の消費額が，全世帯の平均値を上回り，それ以前の年度では全世
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帯の平均値を下回っている（１９８９年の乖離が最も大きく，その後，その乖離は縮小している）。これは，

ある程度の生活水準を保つために必要となる一定程度の消費額があり，その消費水準との関連で生活意識

が形成されている可能性を示唆するものであると考えられる。

次に前節でみたサブグループ別に，１９９８年を例にとって同一時点での経済状況と生活意識の関係をみ

る。図３―２には世帯類型別の対数消費額，資産額の分布状況を示す密度関数７）を図示している。各図にお

けるPanel Aは高齢夫婦世帯（６５歳以上），Ｂには高齢単身女性世帯，Ｃには現役夫婦世帯（４０から５９歳）

表３―２ 生活意識別所得額・消費額・資産額：１９８９，１９９２，１９９５，１９９８

１９８９年

生活意識 頻 度 世帯支出 世帯所得 総資産額 金融資産額

１ ３，７５３ １８．００ ３１７ ２，１０６ －１１４

２ ８，７９２ １９．６０ ４００ ２，７６８ ３４

３ １７，５８９ ２１．４０ ５５５ ４，３３５ ２９５

４ ２，２７２ ２４．２０ ８４３ ６，９４１ ７２８

５ ２２３ ２６．５０ １，３２５ １０，６０１ １，３１２

全 体 ３２，６２９ ２０．７５ ５１１．４６ ３，８８０．５８ ２１４．４７

１９９５年

生活意識 頻 度 世帯支出 世帯所得 総資産額 金融資産額

１ ３，５２２ ２２．２０ ４５３ ９５７ －２２１

２ ８，３０９ ２３．００ ５３２ １，４１２ ２０

３ １４，７４９ ２４．００ ６９６ ２，３７９ ４６０

４ １，５４６ ２７．００ １，０８８ ４，３８６ １，０５２

５ １３４ ２８．５０ １，６４９ ６，１３５ １，７０６

全 体 ２８，２６０ ２３．６３ ６４３．５５ ２，０４５．１６ ２８４．１４

１９９２年

生活意識 頻 度 世帯支出 世帯所得 総資産額 金融資産額

１ ２，７０４ １９．７０ ３６９ ７６６ －８９

２ ７，７２５ ２１．２０ ４５５ １，０７４ ９２

３ １７，５９７ ２３．３０ ６４４ ２，００８ ３９３

４ ２，２９４ ２６．７０ １，００２ ３，５３０ ８８０

５ ２２５ ２７．５０ １，４１５ ６，０３５ １，５４７

全 体 ３０，５４５ ２２．７０ ６０４．６４ １，８０６．０９ ３１９．２９

１９９８年

生活意識 頻 度 世帯支出 世帯所得 総資産額 金融資産額

１ ４，９２１ ２３．２００ ４６０ １，１５３ －２９１

２ ８，７５７ ２４．１００ ５５２ １，６４０ －１５

３ １１，３９４ ２５．２００ ７１７ ２，６５４ ５０２

４ １，０３６ ２８．４００ １，１４４ ４，６８１ １，２２８

５ ９３ ２８．６００ １，３３６ ６，８５２ １，７７６

全 体 ２６，２０１ ２４．５８０ ６３２．５６ ２，１２８．１４ ２１３．６８

資料：平成１３年度厚生科学研究（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際比

較研究」における「国民生活基礎調査」の再集計結果

７）これらの密度関数の図はカーネル法を用いて作成された。カーネルにはガウシアンカーネルを用い，バンド幅の決定には，簡便な，正規分布

を基準とする作成方法（normal reference rule）を用いた。
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と３種類の世帯に関してその生活意識別経済変数の分布状況が描かれている。「かなり余裕がある」とい

う世帯数が相対的に少ないため「余裕がある」と回答した世帯と併合して密度関数を描写した。

消費についてみると，余裕のある層（図中のy＝４，５）の消費額密度関数の右側部分が他層の密度関

数に比べほぼ一様に高くなっていることがわかる。ここから余裕のある層は他に比べて高額の消費を行っ

ている世帯が相対的に多いことがわかる。高齢者世帯と４０から５９歳の現役世帯については密度関数の右側

領域では生活意識が高くなるほど密度関数が高く，左に行けば生活意識が低いほうが高くなるという関係

を保っている８）。

資産保有額について，特徴的なのは高齢単身女性世帯での０比率の高さである９）。特に「苦しい」・「大

変苦しい」と回答した層では非常に高い比率の世帯が少額の資産しか保有していない。そして生活意識変

数が大きくなるほど高額の資産を保有する世帯比率が高まっている点も，それぞれの世帯属性を通じて，

図３―１� 生活意識（持ち家世帯）

図３―１� 生活意識分布（持ち家なし世帯）

資料：平成１３年度厚生科学研究（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際比較研究」に

おける「国民生活基礎調査」の再集計結果

８）対数所得額については消費額と同様の傾向を示しているので省略した。

９）資産保有額のように０という特定の値をたくさんとってしまうような確率変数の密度関数を，ここで用いている単純なカーネル法で推定する

ことは本来困難なことである。しかし，ここでの目的は正確な密度関数の描写というよりもデータの概観を知るという意味での記述的なもの

であるので特別な処理は行っていない。
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ほぼ一貫している。以上，世帯の生活意識変数と消費・資産水準について一定の対応関係があることが確

認できた。

４．推定結果

推定にあたって，基準となる世帯属性を持つグループと比較対照する世帯属性を持つグループという二

つのグループにわけ，１９９２，１９９５，１９９８という年度ごとにこれらのグループからなる項目別再集計結果を

用いてペアワイズ推定をおこなった。ベースとなる生計費水準に消費額をもちいた場合と所得額を用いた

場合では，若干推定された等価尺度の値は異なっているものの全体的に同じ傾向を示しているため推定結

果としては前者のケースだけを報告している。

表４―１，４―２に高齢世帯の項目別再集計結果を用いた推定結果をまとめた。表４―１は現役世代夫婦

世帯（世帯主年齢が４０歳から５９歳の夫婦世帯）と高齢夫婦世帯（世帯主年齢が６５歳以上の夫婦世帯）の比

較，表４―２は高齢夫婦世帯（世帯主年齢が６５歳以上の夫婦世帯）と高齢単身女性世帯（世帯主年齢が６５

歳以上）の比較になっている。高齢世帯の項目別再集計結果を使用した結果において共通して特徴的なの

は，健康意識の変数が厚生水準に有意に影響を及ぼすことである。健康意識が良好なほど厚生水準は高

く，健康状態が悪化した世帯では厚生の損失が大きく，家計における生計費負担も大きくなると考えられ

る。高齢者においては，寝たきりや入院といった健康上のリスクが顕在化した場合，どのような生計費変

化をもたらすかという点に関して調べることは重要なことであると考えられるが，本稿で採用したグルー

プの選別方法では，要介護者および入院者を抱える世帯数が極めて少なくなってしまった。つまりここで

図３―２ 対数消費額・総保有資産額の密度関数

出所：平成１３年度厚生科学研究（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際比較研究」における「国民生活基礎調

査」の再集計結果より筆者作成
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の高齢世帯は介護者や入院者といった重度の健康上の問題を抱える世帯を除いた比較的健康な高齢世帯に

限られている。重度の健康上の問題を抱える少数のサンプルからなる項目別再集計結果を用いて同じ方法

論によって等価尺度を計測しようと試みたが，統計的に有意な結果が得られなかったため，結果について

は省略した。

その他有意であった変数としては，持ち家ダミー，仕送りダミー，資産額があげられる。持ち家である

世帯に関するダミー変数の係数も正で有意になることが多いことから持ち家の効果は，少なくともこの世

代においては，厚生を高める傾向がある。仕送りダミー（仕送りを受け取っている世帯）に関しては，表

表４―１ 推定結果 高齢夫婦世帯 対 若年夫婦世帯 １９９８

変 数 係 数 標準誤差 ｔ値 Ｐ値

対数消費 ０．３２６ ０．０４ ７．４９ ［．０００］

若年夫婦世帯ダミー －０．１６８ ０．０４ －３．８６ ［．０００］

健康意識２ －０．０４８ ０．０６ －０．７８ ［．４３７］

健康意識３ －０．１２４ ０．０５ －２．４７ ［．０１３］

健康意識４ －０．２４０ ０．０６ －３．８３ ［．０００］

資産 ０．４６８ ０．０５ １０．０７ ［．０００］

持ち家ダミー ０．２５８ ０．０５ ５．０５ ［．０００］

妻の就業ダミー ０．１１１ ０．０５ ２．４５ ［．０１４］

世帯主の性別ダミー －０．００８ ０．１３ －０．０６ ［．９５２］

都市居住ダミー ０．００１ ０．０５ ０．０２ ［．９８２］

仕送りダミー －０．２１８ ０．１５ －１．４９ ［．１３５］

定数項 －０．０５２ ０．１９ －０．２７ ［．７８６］

α２ ０．９９７ ０．０３ ３６．８７ ［．０００］

α３ ２．８０９ ０．０４ ６３．５４ ［．０００］

Log likelihood: －３，７９７．９１

表４―２ 推定結果 高齢夫婦世帯 対 単身高齢女性世帯 １９９８

変 数 係 数 標準誤差 ｔ値 Ｐ値

対数消費 ０．３６１ ０．０４ ８．６２ ［．０００］

高齢単身女性世帯ダミー ０．１０４ ０．０５ ２．１１ ［．０３４］

世帯年齢ダミー：６５歳から６９歳 －０．３０２ ０．０６ －４．６９ ［．０００］

７０歳から７４歳 －０．１９６ ０．０６ －３．０７ ［．００２］

７５歳から７９歳 －０．１４１ ０．０７ －２．０７ ［．０３８］

健康意識２ －０．０８８ ０．０７ －１．３１ ［．１９０］

健康意識３ －０．１０７ ０．０６ －１．９１ ［．０５６］

健康意識４ －０．２０８ ０．０７ －３．１７ ［．００２］

年金ダミー ０．２１９ ０．１０ ２．２１ ［．０２７］

就業ダミー －０．２４３ ０．０５ －５．２３ ［．０００］

資産 ４５．８１５ ４．７５ ９．６４ ［．０００］

持ち家ダミー ０．２９５ ０．０５ ５．５４ ［．０００］

都市居住ダミー －０．０３２ ０．０５ －０．６６ ［．５０９］

仕送りダミー －０．０４９ ０．１０ －０．４７ ［．６３９］

定数項 ０．０１１ ０．１７ ０．０７ ［．９４６］

α２ １．０３４ ０．０３ ３６．４４ ［．０００］

α３ ２．９４６ ０．０５ ６０．９９ ［．０００］

Log likelihood: －３，５０６．８３

出所：平成１３年度厚生科学研究（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際

比較研究」における「国民生活基礎調査」の再集計結果より筆者作成。
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４―１，４―２において示されているように，低い確率値ながらも負の値になっている。上段の消費を用い

た結果では仕送り額はすでに消費額に織り込まれており，また下段の所得を用いた結果では所得額に仕送

り額も含まれていることを考慮すると，仕送り額そのものの効果はすでに所得・消費という経済変数に取

り込まれており，仕送りダミー自体に関しては，仕送りが必要となるような世帯を表していることが考え

られる１０）。都市に住む世帯については統計的に有意な結果は検出されない。資産額については，どの結果

においても有意に正，つまり資産保有額が多いほど厚生水準が高くなるという結果を得ている。

４．１ 高齢夫婦世帯の等価尺度
表４―３の左側部分において現役世代夫婦世帯（世帯主年齢が４０歳から５９歳の夫婦世帯）と高齢夫婦世

帯（世帯主年齢が６５歳以上の夫婦世帯）の比較から得られた等価尺度の推定値を示した。９２年を除き，現

役世代の勤労夫婦世帯を基準とした場合の６５歳以上高齢夫婦世帯の等価尺度は，支出額，所得額ベースで

およそ０．５１から０．６８である１１）。９２年については推定された標準偏差も大きく，等価尺度自身が有意な値に

なっていない。つまり他の全ての条件が等しい時，同じ厚生水準を達するために，高齢夫婦世帯は若年夫

婦世帯の５１％から６８％の生計費を必要とすることがわかる。これは，現役引退後，出勤のために用いてい

た被服費用，外食費などを含めた市場サービスの利用が減少する結果，生計費水準に変化がおきるためと

解釈できる１２）。また１９９２年と比較すると１９９８年のほうが高齢世帯の等価尺度が減少することがわかる。

４．２ 高齢単身世帯の等価尺度
表４―３の右側部分において高齢夫婦世帯（世帯主年齢が６５歳以上の夫婦世帯）と高齢単身女性世帯（世

帯主年齢が６５歳以上）の比較から得られた等価尺度の推定値を示した。高齢夫婦世帯を基準とした場合，

単身高齢女性世帯の等価尺度は消費額をベースとした場合に０．７５から０．８１，所得ベースで０．５５から０．６で

ある。つまり，同じ厚生水準を達成するためには，単身女性世帯は，夫婦世帯の５５％から７５％の経済水準

を必要とする。八木・橘木（１９９６）では，単身世帯から二人世帯へ変化するときの等価尺度は１．５３３と推

１０）ただし実際に仕送りを受け取っている高齢世帯の比率は低く，受け取っている世帯のほうが受け取っていない世帯に比べ平均所得は低いもの

の，それだけでは仕送り受給世帯が平均的に貧しい世帯であるとは必ずしも言えない。

１１）推定は高齢夫婦世帯を基準としているため，本文で示した等価尺度は，推定された等価尺度の逆数である。

１２）退職に関する効果を明確にするため，退職直前夫婦世帯（世帯主年齢が６０から６５歳の勤労所得のある夫婦世帯）と年金受給夫婦世帯（世帯主

年齢が６５歳以上の夫婦世帯）の比較から得られた等価尺度の推定値を見ると，等価尺度は若干大きいものの０．５７から０．７８と比較的類似した値

になる。

表４―３ 等価尺度推定値 １９９２，１９９５，１９９８

年度 勤労夫婦世帯
５９歳以下

高齢夫婦世帯
６０歳以上

高齢夫婦世帯
６０歳以上

高齢
単身女性世帯
６０歳以上

所得ベース １９９８ １ ０．５１ １ ０．５４９

１９９５ １ ０．５５ １ ０．５８６

１９９２ １ ０．６８ １ ０．６０３

消費ベース １９９８ １ ０．６０ １ ０．７４９

１９９５ １ ０．６８ １ ０．７８１

１９９２ １ １．０３ １ ０．８０５

出所：平成１３年度厚生科学研究（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際比較

研究」における「国民生活基礎調査」の再集計結果より筆者作成。
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定されている。言い換えると，二人世帯を基準とした場合の単身世帯の等価尺度は０．６５となり，この値と

ほぼ整合的である。また，夫婦世帯と比較した場合の等価尺度の大きさを時系列的に見ると近年減少傾向

にあることがわかる１３）。

５．年金制度への含意

本節では１９９８年度の『国民生活基礎調査』再集計結果を用いて，年金給付に注目しながら高齢者の所得

構造の考察を行う。先述の世帯類型に加え，さらに受給している年金の種別ごとに５つのグループに分類

する。まず，年金を受給していない世帯を１グループとし，年金受給世帯をその種別によって４グループ

に分類する。受給世帯のグループ分けは，加入世帯数の多い年金種別にみると，１）厚生年金受給，２）

共済組合年金受給，３）基礎年金のみまたは国民年金のみ受給，４）そのほかのグループに分けられる。

過去の年金制度改正を反映して，厚生年金受給グループはさらに３つ，共済年金受給グループについては

２つのサブグループに分けられる。以下では，上記の世帯類型・年金種別に応じて，高齢世代内における

表５―１ 高齢夫婦世帯全サンプル

年金種別 標 本 数
世 帯 主
年 齢

総 所 得 稼働所得 年 金
その他の
社会保障
給 付

仕 送 り
消費支出
月額 ／円

可処分所得－
消費支出
年額 ／円

推定保有
資産総額
万円

必要生計費
月額 ／円

年 金 －
消費支出
年額 ／円

年 金 －
必要生計費
年額 ／円

年金受給なし ３２６ ６２．５ ６３０．９ ５８０．７ １０．０ ９．９ １．２ ２４．９ ２０６．９ ３，０５２ １６．４ －２８９．２ －１８６．８

基礎年金 ３０２ ６６．７ ３９１．３ ２３９．７ ９９．８ ３．７ ０．４ ２０．８ ７６．７ ３，２２５ １６．４ －１４９．７ －９７．０

国民年金 １８８ ７７．６ ２７３．６ １１２．５ １２４．３ ２．９ ３．０ １６．２ ３５．６ ２，５８４ １６．４ －６９．６ －７２．５

小計 ４９０ ７０．９ ３４６．１ １９０．９ １０９．２ ３．４ １．４ １９．０ ６０．９ ２，９７９ １６．４ －１１９．０ －８７．６

基礎＋厚生 ７８９ ６６．９ ５１３．１ ２０１．２ ２６２．８ ３．７ ０．６ ２５．４ １３６．４ ３，６０７ １６．４ －４２．１ ６６．０

厚生年金 ７４２ ６９．８ ４３３．８ １５７．０ ２４９．８ １．８ ０．７ ２３．４ １０２．８ ３，１０６ １６．４ －３１．１ ５３．０

国民＋厚生 １７４ ７６．１ ３７１．６ ８８．９ ２５５．７ ０．９ １．０ ２１．６ ７８．１ ３，２５８ １６．４ －３．３ ５８．９

小計 １，７０５ ６９．１ ４６４．２ １７０．５ ２５６．４ ２．６ ０．７ ２４．１ １１５．８ ３，３５３ １６．４ －３３．４ ５９．６

基礎＋共済 ２３９ ６６．６ ５３９．４ １８８．５ ３０３．５ １．０ ０．９ ２６．８ １５０．６ ４，４１１ １６．４ －１８．１ １０６．７

共済組合 ２５８ ７０．１ ５６４．９ ２１９．６ ３１０．３ ２．０ １．４ ２６．３ １７３．４ ４，８６５ １６．４ －５．７ １１３．５

小計 ４９７ ６８．４ ５５２．６ ２０４．７ ３０７．１ １．６ １．１ ２６．６ １６２．４ ４，６４７ １６．４ －１１．７ １１０．３

その他 ３２２ ７３．８ ４７０．９ １３９．８ ２９３．４ ２．１ １．８ ２３．９ １２７．４ ３，７９３ １６．４ ６．８ ９６．６

３３４０ ６９．１ ４７６．９ ２１５．７ ２２１．９ ３．２ １．０ ２３．８ １２４．７ ３，５０３．８ １６．４ －６３．８ ２５．１

表５―２ 単身女性世帯 全サンプル

標 本 数
世 帯 主
年 齢

所得 年間／万円 その他の
社会保障
給 付

仕 送 り
消費支出
月額 ／円

可処分所得－
消費支出
年額 ／円

推定保有
資産総額
万円

必要生計費
月額 ／円

年 金 －
消費支出
年額 ／円

年 金 －
必要生計費
年額 ／円総 所 得 稼働所得 年 金

年金受給なし ８０ ６５．４ １９８．２ １３９．１ ０．０ ３２．９ ４．３ １３．３ ６．４ ８３６ １２．３ －１５９．９ －１４７．６

基礎年金 ２０５ ６７．５ １６１．５ ４９．９ ６８．４ ５．０ ７．７ １２．２ －５．９ １，５３５ １２．３ －７８．２ －７９．２

国民年金 ２５７ ７９．１ ９８．８ １５．８ ５７．５ ５．９ ６．７ １０．０ －３２．４ １，０３０ １２．３ －６３．０ －９０．１

小計 ４６２ ７４．０ １２６．６ ３０．９ ６２．３ ５．５ ７．１ １１．０ －２０．７ １，２５４ １２．３ －６９．８ －８５．３

基礎＋厚生 １７８ ６７．４ ２１７．２ ６１．７ １３６．７ ０．９ ０．９ １６．２ ３．４ １，９９０ １２．３ －５７．４ －１０．９

厚生年金 ２８３ ７２．０ １８３．６ ２９．０ １２７．２ ２．８ ３．０ １３．７ ４．６ １，４４６ １２．３ －３６．９ －２０．４

国民＋厚生 １５７ ７７．６ １６６．０ １４．９ １２７．１ １．５ ２．８ １３．６ －１５．７ １，８４２ １２．３ －３６．３ －２０．５

小計 ６１８ ７２．１ １８８．８ ３４．８ １２９．９ １．９ ２．４ １４．４ －０．９ １，７０３ １２．３ －４２．７ －１７．７

基礎＋共済 ６４ ６７．７ ２８７．２ ３５．３ ２２４．６ １．７ ０．８ ２０．３ １３．７ ３，０９６ １２．３ －１９．０ ７７．０

共済組合 ８５ ７３．５ ２４６．０ １３．８ ２２０．７ ０．０ ０．１ １７．７ １２．８ ２，０１４ １２．３ ８．１ ７３．１

小計 １４９ ７１．０ ２６３．７ ２３．０ ２２２．４ ０．７ ０．４ １８．８ １３．２ ２，４７９ １２．３ －３．５ ７４．８

その他 ２６７ ７５．５ ２００．２ ２３．１ １６０．０ ５．５ ２．０ １５．０ ４．７ １，８０４ １２．３ －１９．７ １２．４

１，５７６ ７２．８ １８０．１ ３５．９ １１７．３ ５．０ ３．６ １３．９ －４．０ １６１７．９ １２．３ －４９．０ －３０．３

資料：平成１３年度厚生科学研究（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際比較研究」における「国民生活基礎調査」の再集計

結果

１３）推定結果としては省略しているが，比較相手として高齢単身男性世帯をとると，等価尺度はほぼ１となる。これは単身男性世帯において家事

の大部分を外部サービスに頼らざるをえないためではないかと考えられる。
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経済状態が，収入・消費・資産蓄積（取り崩し）という観点からみて，非常に多様であることが明らかに

される。

５．１ 高齢世帯の所得構造
表５―１，５―２は高齢夫婦世帯，高齢単身女性世帯それぞれについて，年間総所得額・月あたり消費

額，保有資産額などの平均値を１９９８年の再集計結果を用いてまとめた。年金受給額が比較的高いのは厚生

年金・共済組合年金のグループである。夫婦世帯での平均受給額はそれぞれ２５６万円，３０７万円であり，構

成比としてはともに年間総所得の約５５％（可処分所得に対しては約６３％）となっている。単身世帯におけ

る厚生年金・共済組合年金の平均年金給付額は１３０万円，２２２万円で，年間総所得の６９％（可処分所得に対

しては７６％），年間総所得の８４％（可処分所得に対しては９３％）を占め，水準は低いが依存度は高いとい

う傾向を示している。

一方，年金受給額が低いのは，基礎年金および国民年金受給世帯である。両グループをあわせた平均年

金受給額は夫婦世帯で１０９万円，平均総所得も３４６万円と上述の年金グループに比べ水準は顕著に低く，そ

の内訳も年間総可処分所得の３２％（可処分所得に対しては３８％）を年金が占め，年金以外の源泉が重要で

あることを示している。単身世帯ではさらに受け取り水準が低く，６２万円程度である。

年金種別に夫婦世帯と単身女性世帯の総所得額・年金受給額を比較すると，制度ごとに異なるものの，

単身女性世帯は総所得の面で５０％未満の水準しか得ていない。年金受給額では基礎年金・国民年金のみで

は５７％，厚生年金５１％，共済年金７２％となっている。ここまでに見てきた金額の水準と考え合わせると，

単身世帯では夫婦世帯に比較して，世帯人員が半減するとき収入は半分未満になってしまうという意味で

の不利な状態にある。また，共済年金を受け取っているグループの他の年金受給世帯に比較した相対的な

優位性が明らかになる。特に基礎年金・国民年金のみを受け取るグループでは，およそ６割もの比率で年

金に依存しているにもかかわらず他と比較して受給額の水準も低く，したがって総収入も低い状態であ

る。

以上のように世帯類型・受給年金種別により高齢世代内における収入状態の格差を見て取ることができ

る。ただしここでの結果はそのまま収入面で不利な状態にある世帯が絶対的な水準において苦しい経済水

準にあるということは意味しない。現役時点の十分な資産蓄積によって現時点十分な消費水準を享受して

いるならば現時点での収入のみが厚生水準を意味しない。したがって以下では高齢世帯の消費支出の状態

と資産状態についても考察を行う。

５．２ 高齢世帯の消費・資産構造
高齢夫婦世帯における年間消費額１４）は年間可処分所得額よりも平均で年間１２４万円少なく，年金受給世

帯に限定しても年間１００万円超の貯蓄が行われている傾向がみられる。特に厚生年金・共済組合年金受給

グループでは大きく収入が支出を上回る構造になっている。一方高齢単身女性世帯における支出と収入の

差額は，総じて小さいか負の値であり，最も所得水準の低い国民年金のみ受給世帯では可処分所得が年間

消費支出を年間３２万円下回り，最も所得水準の高い共済組合年金受給世帯でも可処分所得が年間消費支出

額を１３万円程度上回るのみである。つまり単身女性世帯のうち非常に多くの世帯において，それまでに蓄

積してきた資産の取り崩しが行われている可能性が高い。

１４）消費水準は一月あたりで調査されているが，他の経済変数と比較可能にするため，単純に１２倍したものを年間消費額とみなした。
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以上の考察は一時点に限定したものであるが，経時的な消費・貯蓄構造を把握するために

１９８９，１９９２，１９９５，１９９８年の項目別再集計結果から資産プロファイルによる分析を行う。安定的なプロ

ファイルを作成するために年金種別の分類については統合し，持ち家世帯１５）で夫婦世帯・単身女性世帯そ

れぞれの年齢別クロス集計表をもとに世帯主出生年度によって３年刻みの資産コーホートデータを作成

し，資産プロファイルを描いたのが図５―１，５―２である。資産保有額の分布には大きな歪みがあること

がよく知られているため，資産保有額の平均値ではなく２５％点（下位資産保有グループ），５０％点（中位

資産保有グループ），７５％点（上位資産保有グループ）についてプロファイルを作成した。

図５―１で高齢夫婦世帯の総資産保有額のプロファイルをみると，上位グループに対応する７５％点につ

いては，加齢とともに資産が蓄積されるかもしくは保有額に大きな変化がみられない。一方，中位・下位

の５０％点・２５％点については，７０歳あたりまでは増加するか一定であり，その後緩やかながらも取り崩し

が見られる。これらの結果から，高齢夫婦世帯においても，ほぼ死亡時まで資産を取り崩さないグループ

の存在と，７０歳以降資産を取り崩すグループの存在が推測される。しかしながら，１９９８年時点で，世帯主

年齢が８０歳以上であるような世帯のうち７５％もの世帯が６００万円以上の資産を保有しており，収入状態を

考え合わせると高齢夫婦世帯は全般的に比較的裕福であると考えられる。

以上のように高齢夫婦世帯において７０歳以降緩やかな資産の取り崩しが観察されたが，この結果は月額

消費額と所得額の単純な比較から予測される多額の貯蓄の存在とは矛盾するかのように見える。この差に

関するひとつの説明としては，健康状態に関する深刻な問題が発生する可能性が加齢とともに高まること

を考慮し，所得額と消費額の差額は，病気やその他の予期しない出来事に対応するための一時的な支出に

備えていると考えられる。利他的な動機に基づく遺産のための資産蓄積も考えられるが，ホリオカほか

（２００２）によると，遺産動機に関するアンケート調査から，多くの遺産は死亡時期の不確実性から来る意

図せざるものであるか，老後における子の世話・介護や子からの経済的援助に対する見返りであるとされ

図５―１ 高齢夫婦世帯 資産プロファイル（▲７５％点，＊５０％点，●２５％点）

出所：平成１３年度厚生科学研究（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際比較研究」における「国民生活基礎

調査」の再集計結果より筆者作成

１５）高齢世帯では持ち家率が高く（夫婦世帯で約８０％，単身世帯でも約７０％），持ち家の有無について分類した世帯を比較すると，持ち家である

世帯の保有総資産の方が大きい。これは金融資産についても同じで傾向があるので，持ち家世帯で取り崩しが生じているなら持ち家でない世

帯でも同じであると判断することとし，図表については省略する。
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ている。したがって先に述べた自身の健康リスクなどに対処するための広義の保険として所得額と消費額

の差額が用いられていると推測できよう。

図５―２では単身女性世帯の７５％，５０％，２５％点における総資産保有額のプロファイルが示されている。

単身女性世帯においても，総資産保有額の７５％点で判断する限り，取り崩しの傾向は見られず，また５０％

点，２５％点では７０歳前後で取り崩し傾向が見られる。これらの傾向は夫婦世帯と共通のものであるが，夫

婦世帯と対照的な点は資産の保有額水準の低さである。図５―１，２から６０歳時点で比較すると夫婦世帯

の７５％点，５０％点，２５％点がそれぞれ４，０００，２，２００，１，２００万円であるのに対し，単身世帯では

３，０００，１，２００，４００万円となっており，同年齢でも単身女性世帯では年金や所得額が低いのみならず資産

図５―２ 高齢女性単身世帯 資産プロファイル（▲７５％点，＊５０％点，●２５％点）

図５―３� 消費分布と必要生計費（高齢夫婦世帯）

出所：平成１３年度厚生科学研究（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際比較研究」における「国

民生活基礎調査」の再集計結果より筆者作成。
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水準も低い。以上より，夫婦世帯には比較的裕福で退職後も資産蓄積を行っていると推測される世帯が存

在し，単身女性世帯では一部の裕福な層は除いて全般的に資産の取り崩しが行われていると推測される。

５．３ 必要生計費を用いた年金制度の再分配機能に関する考察
前節では高齢世帯の経済状態を所得・消費・資産プロファイルという観点から描写し，高齢世代内での

相対的な経済状態を明らかにした。以下では，第４節で推定された等価尺度をもとに必要生計費を計算

し，他世代の経済状態との比較を試みる。厚生年金や共済組合年金といった社会保険方式の年金制度で

も，実際上賦課方式で運営されていることを考えれば，わが国の年金制度は再分配の機能を持つ制度であ

ると捉えることができる。そこで，年金制度の世代間の再分配的側面の現状を把握することを目的とし

て，必要生計費と実際の消費額および年金給付額の比較を行う。

はじめに若年世帯を基準として算定された高齢世帯の必要生計費を高齢世帯の実際の消費額と比較する

ことで，若年世帯と高齢世帯の経済状態の比較を行う。次に，必要生計費と実際の年金受給額の比較をお

図５―３� 消費分布と必要生計費（高齢女性単身世帯）

出所：平成１３年度厚生科学研究（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際比較研究」における「国

民生活基礎調査」の再集計結果より筆者作成。

表５―３ 生活意識と必要生計費

１９９８ １９９５ １９９２

生 活 意 識

大変苦しい やや苦しい 普 通 ややゆとり
がある ゆとりがある 普 通 普 通

勤労若年夫婦世帯 実額 ２４．１ ２６．３ ２７．４ ３０．０ ３７．５ ２５．６ ２３．６

高齢夫婦世帯 必要生計費 １４．４ １５．７ １６．４ １７．９ ２２．４ １７．３ ２４．４

高齢夫婦世帯 実額 ２３．７ ２１．６ ２０．０

単身女性世帯 必要生計費 １０．８ １１．８ １２．３ １３．４ １６．８ １３．５ １９．６

単身女性世帯 実額 １４．７ １３．３ １１．６

出所：平成１３年度厚生科学研究（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際比較研究」における「国民生活基礎調査」の再集計

結果より筆者作成
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こなうことで，生活保障という観点から年金制度の考察を行う。結果として，現行の年金制度を所与とし

た場合，高齢世帯は若年世帯に比べ相対的に厚生水準が高く，年金給付の絶対額でみても生活保障以上の

移転を受け取っていることが示唆される。

５．３．１ 若年世代と高齢世代

推定された等価尺度を用いて高齢夫婦世帯および高齢単身女性世帯が一定の満足度に達するための生計

費の水準を金額表示したもの（以下，必要生計費と呼ぶ）を計算し，高齢世帯における実際の平均世帯消

費額との比較を行う。比較対象となる若年世帯としては世帯主が６０歳未満である夫婦世帯（若年夫婦世帯）

とした。比較対象を夫婦世帯に限定したのは，子供のいる世帯では，教育費等の出費によって消費構造が

夫婦世帯と大きく異なると考えたためである。

表５―３では生活意識が普通であると回答した若年夫婦世帯の平均消費額を基準とした場合の高齢世帯

の必要生計費を計算した。１９９８年を例にとると，生活意識が普通であると回答した若年夫婦世帯の月あた

り平均世帯消費額は２７．４万円であり，若年夫婦に対する高齢夫婦世帯の等価尺度は表４―３より０．６である

から，若年世帯と同じく生活意識が普通であると感じるために高齢夫婦世帯が必要とする必要生計費はお

よそ１６．４（＝２７．４×０．６）万円と計算される。同様に高齢単身女性世帯における必要生計費は，表４―３の推

定された等価尺度（０．７４）に高齢夫婦世帯の必要生計費１６．４万円を掛け合わせて月額１２．３（＝１６．４×０．７４）

万円となる。１９９２年から１９９８年にかけて若年世帯での生計費が増加したのと対照的に高齢世帯における必

要生計費は減少した。また生活意識別に必要生計費をみると，大変苦しいとする夫婦世帯が１４．４万円（単

身女性世帯が１０．８万円），大変ゆとりがあるとする夫婦世帯が２２．４万円（同１６．８万円）となっており，高

齢夫婦世帯平均の消費支出額２３．７（同単身夫婦世帯１４．７）万円は，ほかの条件が一緒ならば，若年世代に

比べかなり高水準の生活意識が達成されると考えられる。

図５―３は高齢夫婦世帯，高齢単身女性世帯における実際の世帯消費額の分布を持ち家の有無別に描い

たものである。高齢夫婦世帯の平均世帯消費額は２３．８万円であり，多くの高齢世帯において実際の消費額

が推定された必要生計費を上回っている。一方，単身女性世帯の平均世帯消費額は１３．９万円であり，単身

図５―３ 金融資産プロファイル（▲夫婦世帯，■単身世帯）：平均値

出所：平成１３年度厚生科学研究（政策科学推進研究事業）「社会保障の改革動向に関する国際比較研究」における「国民生

活基礎調査」の再集計結果より筆者作成。
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女性世帯でも実際の消費額が必要生計費１２．３万円を上回っており，若年世帯を基準に考えたとき，現状の

高齢世帯では，同じ厚生水準を達成するのに必要とされる以上の消費を行っていることがわかった。特に

夫婦世帯では，必要生計費をはるかに上回る消費水準が観測された。寺井（１９９９）は世代間の公平性が保

たれている消費プロファイルを理論的に導き，年齢別に集計したデータから高齢世代が理論的な消費プロ

ファイルよりも過大となっているという結果を得ている。本稿の結果は，世帯類型・年金種別にまで分類

して寺井（１９９９）の結果を補完するものと解釈することもできる。

実際の消費額と必要生計費の乖離については，若年世帯に比較して高齢世帯が裕福であるという解釈の

ほかに次のような解釈も可能である。ここで計算した必要生計費は比較的健康な高齢夫婦世帯をもとに計

算されたものである。つまり，この必要生計費には寝たきり状態や入院などによる重大な健康上のリスク

の顕在化による出費等の影響は反映されていない。これらの重大な健康上の問題による支出は，若年世帯

よりも高齢世帯においてより発生可能性が高いと考えられ，その場合，高齢世帯の実際の消費額を必要生

計費よりも恒常的に大きくすると考えられる１６）。そこまで重大な健康上の問題を抱えていない世帯でも加

齢により健康状態が悪化することから，その健康悪化を補填し，厚生水準を保つために必要な支出費が増

加することは十分に考えられる。実際の消費額と必要生計費の差額の一部が，通常の出費以外のこうした

状況による支出である可能性があり，その分を高齢世帯の実際の消費額から差し引いたものと必要生計費

を比較する必要があろう。データの制約から入院や介護による影響がここでは分析できなかったが，こう

した病気等のリスクを考慮していないため必要生計費が実際の必要生計費よりも過小に算定されている可

能性がある１７）。

５．３．２ 必要生計費と生活保障

年金制度の再分配機能に注目するならば，現在の制度による年金給付額で高齢者の生計費のどれくらい

の部分をまかなうことができるのか，いいかえれば年金給付水準が生活水準を保障しているかどうかと

いった分析も可能である。そこで次に，１９９８年の再集計結果を用いて必要生計費と年金給付水準の比較を

おこなう。ここで，基準とする必要生計費は，生活意識が普通であると回答した若年世帯と同じ生活意識

に達するために高齢世帯が必要とする生計費のことであり，この水準で消費が行われれば生活水準を保障

するものとして十分であると考えることができる。

まず，老齢基礎年金（国民年金）との比較を行う。厚生労働省によれば，基礎年金の目的のひとつは相

互扶助であり，支給水準は老後生活の最低保障水準として生活保護基準等を勘案して決定されているとさ

れている。満期加入した場合の老齢基礎年金の支給額は，１９９９年度で一人当たり月額６万７，０１７円，二人

世帯では１３万４，０３４円である。この時，夫婦世帯の必要生計費は１６．４万円であり，二人世帯の老齢基礎年

金で賄うにはおよそ３万円不足している。一方，高齢単身女性世帯の必要生計費１２．３万円は，老齢基礎年

金の一人当たり月額６万７，０１７円をはるかに上回っている。

積み立て方式の社会保険とされている厚生・共済組合年金も，実質上賦課方式で運営されている。社会

保険であるというこれらの年金の側面をまったく無視して，相互扶助を目的とした世代間移転であるとい

う側面のみ考慮するなら，年金の給付水準設定において生活水準を保障するよう設定することも許容され

１６）岩本・小原・斉藤（２００２）によれば，入院者や介護者のいる世帯では支出額で測った厚生水準がおよそ３０％低下するという結果が報告されて

いる。この結果からも，厚生水準を保つためには，かなりの支出増が必要となるであろう。

１７）ここで引用・活用した再集計結果の最終年である９８年時点では介護保険は導入されておらず，医療費の自己負担額も定額負担である。これら

の制度改正が行われた後に上記の結果がどのように変化するのかに関しては興味深い点であるが，それは今後の研究課題としたい。
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るかもしれない。そこで老齢基礎年金，厚生・共済組合年金等を含めたすべての年金受給額の合計と必要

生計費の比較をおこなう。表５―１右側をみると夫婦世帯では，総世帯数の８５％を占める厚生・共済組合

年金受給世帯で年金給付額が必要生計費を最低５０万円上回っており，ある程度の生活水準を保障するとい

う基準からみれば十分な給付がおこなわれている。鈴木（２００１）においても年金相殺モデルによって厚生

年金・共済年金受給者の一部富裕層への給付によって死荷重が発生している可能性を指摘しており，本稿

の結果と整合的である。一方，表５―２右側をみると単身女性世帯でも，総世帯数の約一割をしめる共済

組合年金受給世帯で年金が年間必要生計費を上回っており，その差額は年間で７０万円以上となっている。

対照的に厚生年金受給世帯では年間約１８万円，国民年金・基礎年金のみ受給世帯では約８０万円，必要生計

費が年金給付額を上回っている。

６．まとめ

本稿では，人口構造が急速に変化するなか，実質的に賦課方式で運営されている年金制度が世代間の公

平という観点からどのように評価するべきかについて，等価尺度の推定を通じて，高齢世帯の所得・消

費・資産状況を踏まえて考察した。現状においては，高齢世帯の所得に占める年金の割合は高く，特に高

齢単身女性世帯では可処分所得の７０％以上を年金が占めている。受給水準について平均値でみると，夫婦

世帯では消費水準が給付水準を上回っているが，単身女性世帯では，消費水準が給付水準を若干下回って

いる。受給している年金の種別に高齢世帯の経済水準を比較した場合，基礎年金・国民年金のみ受給して

いる単身女性世帯の所得・消費水準が低いことがわかる。この世帯では，年間消費水準が年間可処分所得

水準を４０万円程度上回っており，資産の取り崩しが行われている可能性が高い。

こうした高齢世帯の現状を若年世帯との比較という観点から，生活意識の差異と消費水準の側面から考

察した。現状の高齢夫婦世帯の消費水準は，「普通」という生活意識を持つために必要な生計費水準（必

要生計費）をはるかに上回っており，高齢夫婦世帯（特に共済年金・厚生年金受け取りグループ）が若年

夫婦世帯と比較して，他の条件が等しいとき，相対的に厚生水準が高い可能性が示された。一方，もうひ

とつの高齢世帯グループである単身女性世帯の消費水準は平均的には必要生計費とほぼ等しいが，受給年

金の種類によっては必要生計費を下回る消費しか行っていない世帯も存在している。加齢による健康水準

の悪化を考慮するとこうしたグループでは高齢世代内で相対的に低い厚生水準にあるだけでなく，現役世

代と比べても厚生水準が低くなっている可能性が高い。

また，生活水準を保障するという観点から年金給付を見た場合，基礎年金・国民年金のみ受給している

世帯を除けば，実際の年金受給額が，等価尺度を用いて計算された一定程度の生活を保障する水準をほぼ

上回っており，給付水準は決して低くないと結論付けられる。
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